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豊川市地区集会施設建設等事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域社会の健全な発展を図るために市の予算の範囲内で交付する

豊川市地区集会施設建設等事業補助金（以下「市補助金」という。）について、豊川市

補助金等に関する規則（平成５年豊川市規則第４９号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 自治組織 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行う団体

で、その区域内の住民で組織するものをいう。 

⑵ 集会施設 自治組織が自ら所有し、又は市から無償で借り受けている施設（豊川

市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例（昭和３９年条例第９号）に定める

貸付に限る。）であって、次のアからウまでのいずれにも該当する施設をいう。 

 ア 自治組織を構成する住民の自主的な活動を行うための施設であること。 

 イ 自治組織が自ら現に管理運営する施設であること。 

 ウ 健康で文化的な地域社会の創設に資する施設であること。 

⑶ 標準床面積 標準となる工事費を算定するため、基準とする単価に乗ずる面積で

あって、自治組織を構成する当該年度４月１日現在の自治組織世帯数に応じて、別

表第１に定めるものをいう。 

⑷ 改修 既存の集会施設の修繕又は機能の向上を行う事業をいう。 

⑸ 用地 集会施設の設置の用に供する土地（現に集会施設が設置されている土地を

含む。）をいう。 

⑹ 放送設備 自治組織が、当該構成員に対し連絡をするための設備をいう。 

⑺ 掲示板 自治組織が建物の屋外に設置する掲示板であり、個人の利益とみなされ

ないもの又は商業に係る広告用でないものをいう。 

 （補助対象事業等） 

第３条 市補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各

号に掲げる事業とし、補助事業の実施に要する経費のうち当該各号に定める経費（以

下「補助対象経費」という。）について補助金を交付する。 

 ⑴ 集会施設の新築工事又は増築工事（増築前の集会施設の床面積が標準床面積未満

である場合に限る。以下同じ。）に係る事業 次に掲げる経費 

ア 設計費 
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イ 敷地の造成、既設物の撤去等に要する工事費 

ウ 直接工事費 

エ 電気、水道、ガス等の設置工事費  

オ 付帯工事費 

カ 既設部分と一体的な施設とするための工事費 

キ 集会施設の附属設備に係る工事費であって、市長が必要と認めるもの 

ク その他新築工事及び増築工事に要する工事費であって、市長が必要と認めるも 

 の 

⑵ 集会施設設置用の土地取得に係る事業 次に掲げる経費 

ア 土地取得費 

イ その他土地取得に要する費用であって、市長が必要と認めるもの 

⑶ 既存の集会施設の空調設備設置工事に係る事業 次に掲げる経費（撤去又は処分

に係る経費を除く。） 

ア 機器購入費(扇風機・石油ストーブ･温風ヒーター等簡易な冷暖房器具は除く｡) 

イ 設置工事費 

ウ 電気工事費 

エ その他空調設備設置工事に要する工事費であって、市長が必要と認めるもの 

⑷ 既存の集会施設の改修工事に係る事業であって、別表第２に定めるもの（以下

「改修工事事業」という。） 次に掲げる経費 

ア 設計費 

イ 既存物の撤去等に要する工事費 

ウ 直接工事費 

エ 電気、水道、ガス等の設置工事費  

オ 付帯工事費 

カ 耐震診断に係る費用 

キ 耐震改修計画書の作成に係る費用 

ク その他集会施設の改修等に要する費用であって、市長が必要と認めるもの 

⑸ 放送設備の設置工事に係る事業 次に掲げる経費 

ア 直接工事費 

イ 電気工事費 

ウ 付帯工事費 

エ 敷地の造成、既設物の撤去等に要する工事費 

オ 既存放送設備と一体的な設備とするための工事費 
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カ その他放送設備設置工事に要する工事費であって、市長が必要と認めるもの 

⑹ 掲示板の設置工事に係る事業 次に掲げる経費 

ア 直接工事費 

イ 付帯工事費 

ウ 既設物の撤去等に要する工事費 

エ その他掲示板設置工事に要する工事費であって、市長が必要と認めるもの 

（補助対象者） 

第４条 市補助金の補助対象者は、補助対象事業を行う自治組織とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定め

る自治組織は、市補助金の補助対象者としないものとする。ただし、交付を受けた市

補助金を全額返還した場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

⑴ 集会施設の新築工事又は増築工事に係る事業 当該事業又は改修工事事業（１０

０万円以上の市補助金の交付を受けた改修工事事業に限る。）に対して市補助金の交

付を受けたことがある自治組織であって、既に交付を受けた市補助金で直近のもの

に係る会計年度の末日から起算して１０年を経過していないもの 

⑵ 集会施設設置用の土地取得に係る事業 次に掲げる自治組織 

ア 当該事業に対して市補助金の交付を受けたことがある自治組織 

イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に基づく認可を

受けていない自治組織 

⑶ 改修工事事業 次に掲げる自治組織 

 ア 事業の実施に要する経費が２０万円に満たない改修工事事業を行おうとする自

治組織 

 イ 改修工事事業又は「集会施設の新築工事若しくは増築工事に係る事業」に対し

て市補助金の交付を受けたことがある自治組織であって、既に交付を受けた市補

助金で直近のものに係る会計年度の末日から起算して１０年を経過していないも

の。ただし、改修工事事業について交付を受けた市補助金の額が１００万円未満

である場合又は改修工事事業が災害等市長が特別な理由があると認める事由によ

るものである場合はこの限りではない。 

⑷ 放送設備の設置工事に係る事業 当該事業に対して市補助金の交付を受けたこと

がある自治組織であって、既に交付を受けた市補助金で直近のものに係る会計年度

の末日から起算して１０年を経過していないもの 

３ 前項に定めるほか、次に掲げる自治組織は、補助対象者としない。 
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 ⑴ 補助対象事業の実施に際して、補償金、賠償金その他これに類する金銭の支払い

を受けた自治組織であって、補償金、賠償金又はこれに類する金銭の支払いを受け

た日から起算して１０年を経過していないもの 

⑵ 補助対象事業の実施に際して、補償金、賠償金その他これに類する金銭の支払い

を受ける見込みのある自治組織 

⑶ 同一年度に「集会施設の新築工事又は増築工事に係る事業」及び改修工事事業

（市補助金の交付額が１００万円以上となる改修工事事業に限る。）について、２以

上の事業に係る市補助金の交付を受けようとする自治組織 

（補助額） 

第５条 市補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定

める額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

る。）とする。ただし、国、地方公共団体又は保険会社等から、当該事業に対して補助

金又は保険金等の交付を受けている又は受ける見込みのある場合は、その金額を市補

助金の額から控除する。 

⑴ 集会施設の新築工事又は増築工事に係る事業のうち、新築工事に係る事業 次に

掲げる額のいずれか少ない額の２分の１に相当する額 

ア 当該事業に係る補助対象経費（消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。）

の額 

イ 新築に係る床面積（その床面積が標準床面積を超える場合は、標準床面積とす

る。）に１８０，０００円を乗じて得た額 

⑵ 集会施設の新築工事又は増築工事に係る事業のうち、増築工事に係る事業 次に

掲げる額のいずれか少ない額の２分の１に相当する額 

ア 当該事業に係る補助対象経費の額 

イ 増築部分の床面積（増築後の延床面積が標準床面積を超える場合は、標準床面

積から増築前の床面積を減じた面積とする。）に１８０，０００円を乗じて得た額 

⑶ 集会施設設置用の土地取得に係る事業 次に掲げる額のいずれか少ない額の２分

の１に相当する額 

ア 当該事業に係る補助対象経費の額 

イ 標準床面積に当該土地の建ぺい率の逆数を乗じた面積（当該土地の面積が標準

床面積に当該土地の建ぺい率の逆数を乗じた面積に満たない場合は、その面積と

する。）に当該土地の固定資産税評価額に７分の１０を乗じて当該土地の面積で除

した額を乗じた額 

⑷ 既存の集会施設の空調設備設置工事に係る事業 当該事業に係る補助対象経費の
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２分の１に相当する額。ただし、５００，０００円を限度とする。 

⑸ 改修工事事業 次に掲げる額のいずれか少ない額の２分の１に相当する額 

ア 当該事業に係る補助対象経費の額 

イ 集会施設の床面積（その床面積が標準床面積を超える場合は、標準床面積とす

る。）に１８０，０００円を乗じて得た額 

⑹ 放送設備の設置工事に係る事業 当該事業に係る補助対象経費の２分の１に相当

する額。ただし、５，０００，０００円を限度とする。 

⑺ 掲示板の設置工事に係る事業 当該事業に係る補助対象経費の２分の１に相当す

る額。ただし、７０，０００円を限度とする。 

（交付申請書） 

第６条 規則第４条第１項に規定する申請書の様式は、豊川市地区集会施設建設等事業

補助金交付申請書（様式第１－１号、様式第１－２号、様式第１－３号、様式第１－

４号、様式第１－５号及び様式第１－６号）とする。 

２ 前項の申請書は、補助対象事業の着手前までに提出しなければならない。 

３ 規則第４条第２項第４号に規定する添付書類は、次の各号に掲げる補助対象事業の

区分に応じ、当該各号に定めるものする。 

⑴ 集会施設の新築工事又は増築工事に係る事業 

  ア 事業計画書 

  イ 収支予算書 

  ウ 土地使用承諾書の写し（用地が借地である場合のみ） 

  エ 登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

  オ 建築確認通知書の写し 

  カ 工事請負契約書の写し 

  キ 工事費明細書の写し 

  ク 自治組織で集会施設の建設を決定したことを証する書類 

  ケ 集会施設の使用に関する規約等 

⑵ 集会施設設置用の土地取得の場合 

  ア 事業計画書 

  イ 収支予算書 

  ウ 登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

  エ 固定資産税評価額証明書 

  オ 自治組織で集会施設設置用の土地を購入することを決定したことを証する書類 

⑶ 既存の集会施設の空調設備設置工事の場合 
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  ア 事業計画書 

  イ 収支予算書 

  ウ 登記簿謄本全部事項証明書（建物）又はこれに準じた建物の所有者若しくは管 

   理者及び床面積を証する書類 

エ 設置場所図 

  オ 平面図 

  カ 工事費明細書の写し 

  キ 設置機器カタログの写し 

  ク 施設所有者の設置承諾書の写し（自治組織所有の場合は不要） 

   ケ 集会施設の使用に関する規約等 

⑷ 既存の集会施設の改修工事の場合 

  ア 事業計画書 

  イ 収支予算書 

  ウ 登記簿謄本全部事項証明書（建物）又はこれに準じた建物の所有者若しくは管 

   理者及び床面積を証する書類 

  エ 改修場所図 

  オ 平面図（必要な場合は立面図も含む） 

  カ 工事費明細書の写し 

  キ 建築確認通知書の写し（必要な場合のみ） 

  ク 施設所有者の工事承諾書の写し（自治組織所有の場合は不要） 

  ケ 耐震改修計画書（耐震改修を行う場合のみ） 

  コ 集会施設の使用に関する規約等 

  サ その他市長が必要と認める書類 

⑸ 放送設備設置工事の場合 

  ア 事業計画書 

  イ 収支予算書 

  ウ 設置場所図 

  エ 土地使用承諾書等の写し 

  オ 登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

  カ 工事請負契約書の写し 

  キ 工事費明細書の写し 

  ク 自治組織で放送設備の設置を決定したことを証する書類 

  ケ 設置機器カタログの写し 
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⑹ 掲示板設置工事の場合 

  ア 事業計画書 

  イ 収支予算書 

  ウ 設置場所図 

  エ 土地使用承諾書等の写し 

  オ 登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

  カ 工事費明細書の写し 

  キ 設置機器カタログの写し 

（変更承認申請） 

第７条 規則第６条第３号及び第４号の承認を受けようとするときは、豊川市地区集会

施設建設等事業補助金変更等承認申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業変更計画書 

⑵ 変更工事費説明書 

⑶ 変更収支予算書 

（交付の条件） 

第８条 規則第６条第６号の規定により、補助対象事業のうち集会施設設置用の土地取

得に係る事業については、次の条件を付するものとする。 

⑴ 取得した用地に補助金の交付を受けた日から起算して２年以内に集会施設を設置

すること。 

⑵ 取得した用地は、集会施設の設置以外の用に供しないこと。ただし、公共事業の

用に供する場合は、この限りでない。 

⑶ 取得しようとする土地以外に集会所を設置することができる土地（現に設置して

いる場合も含む。）を自治組織として有していないこと。   

（決定通知書） 

第９条 規則第７条の規定により行う通知は、豊川市地区集会施設建設等事業補助金交

付決定通知書（様式第３号）による。 

（申請の取下げ） 

第１０条 規則第８条第１項に規定する市長の定める期日は、前条の通知書を申請者が

受領した日から起算して１０日を経過した日とする。 

（実績報告書） 

第１１条 規則第１３条に規定する補助事業等実績報告書の様式は、豊川市地区集会施

設建設等事業補助金実績報告書（様式第４号）とする。 
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２ 前項の報告書は、補助事業が完了した日から起算して１０日を経過した日又は翌年

度の４月１０日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

（市補助金の額の確定通知書） 

第１２条 規則第１４条の規定により行う通知は、豊川市地区集会施設建設等事業補助

金確定通知書（様式第５号）による。 

（補助金の請求及び交付） 

第１３条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

地区集会施設建設等事業補助金請求書（様式第６号）を、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の請求により補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部につい

て返還を命ずるものとする。 

⑴ 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件又は法令若しくはこの要綱に違反し

たとき。 

⑶ 規則第１３条に定める実績報告書を提出しなかったとき。 

⑷ その他市長が不適当と認めるとき。 

（決定の取消通知書） 

第１５条 規則第９条第３項及び規則第１６条第４項において準用する規則第７条の規

定により行う通知は、豊川市地区集会施設建設等事業補助金交付決定取消通知書（様

式第７号）による。 

 （雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、市補助金について必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に改正前の豊川市地区集会施設建設事業補助金交付要綱の規定に

基づいて交付された補助金は、改正後の豊川市地区集会施設建設事業補助金交付要綱

の規定に基づいて交付された補助金とみなす。 
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   附 則 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に改正前の豊川市地区集会施設建設事業補助金交付要綱の規定に

基づいて交付された補助金は、改正後の豊川市地区集会施設建設等事業補助金交付要

綱の規定に基づいて交付された補助金とみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 １ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際現に改正前の豊川市地区集会施設建設等事業補助金交付要綱

の規定に基づいて作成されている申請書（様式第１―１号）その他の用紙は、改正

後の豊川市地区集会施設建設等事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の

間、使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

自治組織を構成する世帯の数 標準床面積 

１００世帯未満 ７０㎡ 

１００世帯以上２００世帯未満 ９０㎡ 

２００世帯以上３００世帯未満 １１０㎡ 

３００世帯以上４００世帯未満 １３０㎡ 

４００世帯以上５００世帯未満 １５０㎡ 

５００世帯以上６００世帯未満 １７０㎡ 

６００世帯以上７００世帯未満 １９０㎡ 

７００世帯以上８００世帯未満 ２１０㎡ 

８００世帯以上９００世帯未満 ２３０㎡ 

９００世帯以上１，０００世帯未満 ２５０㎡ 

１，０００世帯以上 ２７０㎡ 

 

別表第２（第３条関係） 

事 業 の 名 称 

⑴ 雨漏り等による屋根の改修工事に係る事業 

⑵ 床板又は床下の腐食等による改修工事に係る事業 

⑶ 給排水管の老朽化に伴う改修工事に係る事業（水漏れ等による一部修繕は除く。） 

⑷ 外壁塗装改修工事に係る事業 

⑸ サッシ取替え改修工事に係る事業 

⑹ バリアフリーに配慮した改修工事に係る事業 

⑺ 耐震診断又は耐震改修計画に基づく耐震改修工事に係る事業 

⑻ 下水道接続工事又は農業集落排水接続工事に係る事業 

⑼ 合併浄化槽設置工事 

⑽ 省エネルギーを促進する改修工事に係る事業（太陽光発電設備の設置を除く。） 

⑾ 災害等による突発的な損害の復旧改修工事 

⑿ その他市長が必要と認める事業 

注 次に掲げる事業は、改修工事事業に含めないものとする。 

１ この表の第１号から第１０号までの事業であって、備品を購入することが主とな

るもの 

２ 備品を修繕することが主となる改修工事に係る事業 

３ 延床面積の増加を伴う改修工事に係る事業（やむを得ない場合は除く。） 

４ 空調設備に係る改修工事に係る事業 

５ 放送設備に係る改修工事に係る事業 

６ 掲示板に係る改修工事に係る事業 


